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〔教育福祉研究第6号 2000J

インドの初等教脊における Privateセクター
一-Privatizationと教育の不平等

はじめに

ーインドの地方都市の朝の嵐景から

北インド・ウツタノレプラデシュ (UP)州の地方

都市郊外の朝の風景は、インドの子どもたちの「育

ち」の多様性をかいま見せてくれる。様々な小学

校からやってくる通学用パス、通学用リキシャー

にのって、あるいは親の自家用車やスクーターに

乗せられ街や近郊の学校へ通う子どもたちゃ自転

車や徒歩で地元の学校へ通学する子どもたちがい

る一方で、報から大人に混じって商届で、農場で

{動く子どもたち、あるいは家庭内の家事をこなす

子どもたち(多くは少女たち)がいる。むろん、

子どもたちは、極めて屈託のない笑顔でそれぞれ

の朝を過ごしているのだが、この「育ち」の多様

性が既存の社会経済的不平等に規定されつつ、そ

の再生産のプロセスに組み込まれたものであるこ

とを想像することはたやすい。

社会学、とりわけ教育社会学の諸研究の

なかでは、インドの社会的不平等の再生産に学校

教育制度が寄与していることは、既に常識といっ

てもよいほどの事実認識となっている。大枠でい

うならば、一切就学しないことも含めて、社会階

ごとに受ける教育がはっきりと分断されてお

り、その分断が階層間の不平等な関係を閤定して

いるということになるが、冒頭であげた「育ちJ

の多様性は、その構造を如実に反映したものだと

いえる。だとすれば、多様な「育ちJ を一元化す

るための努力が必要となるが、独立以降の教育政

策の経過をみるとその函難さがうかがえる。初等

教育段階ですら極めではっきりした階層的分断が

進んでいることは、通学する学校の岳由選択が世

帯に認められていることに起因するので、これま
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で幾度も初等段階における「通学底J規制が提案

されてきた。ところが、この提案は教育政策の中

に一度たりとも実現されたことはない。

こうした平等化の努力の挫折は、ハイクラスの

「既得権J保持の力と全国民の無関心という政治的

理由によって説明されることが多いが、本小論で

はその理由も認めつつ学校教育の領域内での異体

的な現象に絡めて平等化を摂む要因について言及

したい。それが、インドの学校教育とりわけ初等

教育における Privateセクター(公的部門に対す

る私立部門)の存在である。従来の教育学・社会

学研究においては、初等教育における Privateセ

クターは例外的なものとして軽視されてきたきら

いがある。また、Privateセクターの一部は認可制

度外にあるため公的な管理の外にあって、教育基

礎統計からも排除されておりその正確な全体像は

不明である。「通学区」規制は、こうした状況のな

かで提案されてきたのだが、学校の自由選択を前

提に存在する私立学校群の規模がそれなりに大き

いとすれば、それは、「通学区」の規制が簡単に実

現しない重大な理由として考えられるべきであろ

う。また、そもそも Privateセクターを排除したと

ころでおこなわれる教育の不平等と社会的不平等

の再生産の連関分析は、実状からかけ離れた分析

であるといわざるを得ないのではないだろうか。

上のような問題提起をおこなう理由は、近年、

初等段階における Privateセクターの無視できな

い規模と拡大傾向 (Privatization)が指摘されは

じめてきたことと、自身の調査準備のための北イ

ンド地方都市郊外の踏査を通じて私立学校群の存

在が見えてきたためである。本小論では、近年の

若干の先行研究と自身の踏査経験をふまえてのみ

議論を進めるので、基本的には問題提起を越える
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ものにはならない。しかし、初等教育における

Privatizationは、教育の不平等を考える上では無

視できない現象であり、今後のさらなる研究が必

要とされる。そこで、近年の研究成果を紹介する

と同時に、 Privatizationを前提にした場合、考え

られうる教育の不平等に関する仮説的な説明枠組

みを提示し、今後明らかにすべき項目を示したい。

2 初等学校の形態

ここでいう初等教育段階とは、五年制の前期初

等設階 (Primarystage)と三年制の後期初等段階

(Upper-primary stage)を合わせた八年齢の教育

段階をさす。この八年制の教育制度は、インドの

学校教育制度全体からみれば、全国民に保障され

るべきという理念から無償かつ義務となっている

由民的基礎教育制度であり、ちょうど我が閣の

小・中学校教育制度に該当するものと考えればよ

い。インドの場合、教育は直接的には州政府の管

轄となっているので、チ1'1ごとに若干の相違はある

が、本小論で念頭に置いている北インド・UP州に

おいては、全インドの標準の形態である 5・31闘

が採用されている。インドの学校教育制度留は注

にあげる(九その臨を一見すると初等段階は Nonω

Formal Education (NFE)というノfートタイムの

系統と通常のフルタイムの系統とのこ系統から組

織されているかにみえるが、冒頭で紹介した朝の

光景にあらわれているような多くのストリームに

分断されている。その原因となっているのは、「通

規制の欠如だが、学齢期の子どもを持つ親

たちは、通学可能な地域の学校を自由に選んで子

どもを通学させている。だとすれば選択の受け出

く公的セクター〉

Public school 

くPrivateセクター〉

Private school 

Government school 
Local body school 

認可の有無

Recognised 

Unrecognised 

(多様な初等学校群)が想像されるが、それは以下

に示すような公的な学校の管理制度(認可と補助

制度)の緩やかさを契機とする。

臨1は、インドの初等学校の運営形態の類型で

ある。インドの初等学校は、政府ないし地方自治

体が誼接運営する「政府立校J I地方自治体立校」、

営利ないし非営利の民間団体や{間人が運営し、公

との関係では認可と公的補助の有無で分類される

「認可私立補助有り校JI認可私立補助無し校f無

認可校」の 5種類に分類される O いうまでもなく、

前者が公的セクターであり、後者がPrかateセク

ターに該当する O

公教育に関する政府直属の研究機関である

National Council of Educational Research and 

Trainnig (NCERT)が定義する認可校とは、学校

単位でおこなわれる試験を通じて公が認定する前

後期初等段階の修了資格を生徒に授与することが

可能な私立学校となっている(九むろん、公的セク

ターの学校は修了資格の授与は可能である o UP 

州の場合、私立校に対する認可は、教育施設のあ

る程度の質と安定性、教育内容、公立校との距離

などの条件を満たすことが要求されている(3)。ま

た、公的補助は認可校のなかでさらなる一定の条

件を満たす学校が申請を経て受けることができ

る。 NCERTの分類では、認可校は「認可私立補

助有り校」と「認可私立補助無し校」は二つに分

けられているが、筆者がUP州地方都市郊外で学

校経営者にインタビューしたところ、条件に応じ

て補助のあり方にいくつか段階(学校運営費の全

額補助から一部補助まで)があるということが分

かった。従って、現段階では詳細は不明であるが、

補助の有無

Aid日d
Unaided 

「政府立校J
「地方自治体立校」

「認可私立檎助有り校」

「認可私立補助無し校」

「無認可私立校」

図1 初等学校の形態の類型
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少なくとも UP州の場合、「認可私立補助有り校」

はさらにいくつかに分類することができるだろ

う。むろん、公的補助は同時に学校経営に関する

公的な規制も意味するので「認可私立補助有り校」

はSemi-governmentschoolと称されることもあ

る(4)。

前後期初等段階の修了資格は、公的セクターの

学校や認可校のみが授与できるので、それができ

ない「無認可校Jの初等学校としての存在意味は、

建前的にはないといえる。ところが、実際は、無

認可校の生徒でも、卒業年次に「政府立校」や「自

治体立校」または私立の認可校の責任でおこなわ

れる試験を受けることによって修了資格を獲得す

ることが可能になっており、「無認可校」も初等学

校としての機能を十分にもつ。

ここで重要な点は、インドでは公的な認可を受

けないでも学校を経営できるということであろ

うo これは、営利、非営利いず、れの呂的を持って

いるにしても初等教育業界への参入は比較的容易

であること、また、認可や檎助を受けない経営、

つまり公的な管理の全く外で学校経営ができるこ

とを意味する。インドでは、経営や教育方針に関

する政府の管理を離れて「無認可校」を自由に経

営できるために、経営者の意留によって様々な性

格の初等学校がインドでは「無認可校」として存

在可能になっているのである。例えば、認可の最

低条件として UP州、iは現地語(ヒンディ)を教授

とすることを義務づけているが、政府による現

地諮重損の政策にもかかわらず、高等教育や高等

教育に接続する労働市場での競争において英語が

支配的な言語であり続けているために、初等段階

からの英語教育に対する教育要求は強い。従って、

あえて認可申請をすることなく初等段階から教授

として英語を使うことを選ぶ営利自的の私立校

があることは容易に想像できる。一方で、公教育

の質の低さが有名なインドでは、潤沢な資金掠を

海外に持つ私立初等学校が話的は非営利でありな

がらも、補助や認可を避け自前で質の高い教育実

践を行うという選択をすることも不合理ではな

い。これらは、いず、れも筆者の調査地で見聞きし

た「無認可校」のあり方の例である。

3 初等教育における Privateセクター

(1) Privateセクター研究の動向

近年、初等教育における Privateセクター研究

を進めている G.G.Kingdomによれば、従来の初

等教育研究においては、私立校の存在は漠然とし

たイメージで語られはしても正確な実態把握は全

くf子わjもてこなかったという (5)0Privateセクタ

に関する近年の研究動向をみると、我が国におい

ては皆無に近いが側、インド器内ではいずれも

として UP州を対象にしたもので1990年代に

入つての、Kingdomの調査研究、またJ.Drezeら

の調査研究、がある。

Drezeらや即時domによる諒査研究で注目す

べき点は、まず、私立学校の授業料の実態であろ

う。 Drezeらによると UP州非都市地域における

調査対象の「無認可校J10校の平均授業料は月額

Rs15であったという(九この金額は Drezeの指摘

に従えば、現地の農業労働者の一日の賃金程震で

世帯にとっての負担度は高いわけではない。また

Kingdomは、 UP列、11十|都ラクノウ市における認可

私立校10校の授業料の!福 (Rs20から Rs240)を

指擁している(剖。従来、私立校は楼めて高額の授業

料を課す大都市の富裕層対象の者というイメージ

で把揮されることもあったが、比較的安価なもの

から高額の授業料を課す学校までかなり揺がある

というのが実態のようだ。この事実は、もちろん

は除かれるだろうが、富裕層ではない普通

の経済状態にある世帯でも、有償私立校就学が可

能であることを意味する。

次に、注巨すべき指摘は、「無認可校」の認可私

立校や公立校とのインフォーマルな相互関係であ

る。建前的には学校としての存在の意味がないは

ずの「無認可校J が、公立校や認可私立校から修

了資格をもらう(具体的には他校での試験を受け

るという形式で買う・生徒に貿わせる)ことによっ

て初等学校として機能しているということは先ほ

ど指摘済であるが、Drezeはこの関係を、公立校と

「無認可校Jのギフ'アンドテイクの関係として報告
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している(九「無認可校Jのメリットはいうまでも

ないが、公立校の側は、修了資格を発行すること

によって NCERT等政府機関に報告する自らの

学校の在籍登録者数の水増しができるというメ

リットがあるという。

また、自身の踏査地において主として出入りし

ている非営利の私立学校は二年ほど前に認可をと

りそれ以前は「無認可校」としてあった。その学

校経営者に認可のメリットを聞いたところJ無認

可校」である眠り卒業予定者のために別の学校か

ら修了資格を質う必要(非営利なので学校負担)

があったのが、認可をとった後は、その負担が無

くなっただけでなく、他の「無認可校J に修了資

格を売って収入を得ることが可能になり経営上プ

ラスになったという O 修了資格を売る織にまわる

という経営者の選択は、「無認可校」の認可校との

インフォーマルな相互関係があって意味を持つも

のであることはいうまでもない。

(2) Privateセクターの規模

認可制度との関連でインドの教育基礎統計から

は、「無認可校Jが排除されている(10)ので、Private

セクターの正確な規模は分からないが、公的な教

育基礎統計と最近の Privateセクター研究におけ

る推定を参照して、分かる眼りの状況をみてみた

し>0

表2は、 NCERTによって独立後定期的に行わ

れている全インド教育調査の報告書(第五回と第

六百)から作成した運営形態別の初等・中等学校

数である。インドの私立学校イメ…ジ(デリー、

ボンベイのような大都市の極めて少数の富梅麗子

弟のための例外的なもの)とは異なりJ無認可校J

を排除した表2からでさえ、全インドレベルでの

初等教育における私立学校のシェアの大きさ、ま

たUP1十!という地方州における繁栄が指摘でき

る。

ここでは、特に、 NCERTが把握する学校のな

2 運営類型別初等学校の割合

全インド UP州

G LB Pvt A Pvt Un 計(%/実数 G LB Pvt. A 仏!t.Un 計(%/実数)

〈非都市地域〉

初等学校 1986年 42.8 53.7 2.5 

1993年 46.5 48.9 2.9 

後綴初等学校 1986年 45.6 34.1 15.4 

1993年 50.5 36.2 7.5 

中等学校 1986年 41.2 10.2 40.1 
1993年 42.8 10.7 35.7 

く者宮市地域〉

初等学校 1986年 28.5 34.2 20.6 

1993年 30.0 36.3 11.3 

後期初等学校 1986年 30.6 24.6 20.4 

1993年 28.2 23.0 17.2 

中等学校 1986年 24.7 7.1 50.0 

1993年 27.7 6.5 41.8 

1.0 100.0/475，823 0.1 96.3 0.7 

1.7 100.0/507，581 neg. 93.3 1.2 

4.9 100.0/113，087 0.9 58ι8.9 

5.8 100.0/129，246 1.1 62.1 9.1 

8.5 100.0/ 38，862 17.2 0.8 73.8 

10.8 100.0/ 59，470 23.9 0.8 62.8 

2.9 100.0/66，346 

5.5 100.0/74，083 

31. 6 100.0/13，962 

27.7 100.0/15，139 

8.2 100.0/3，670 

12.5 100.0/ 4，299 

〈全地域〉

初等学校 1986年 4l.4 51.7 4.3 

1993年 44.6 47.5 3.8 

後期初等学校 1986年 42.8 32.3 16.3 

1993年 45.9 33.5 9.5 

中等学校 1986年 36.9 9.4 42.7 

1993年 37.8 9.3 37.8 
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6.8 100.0/75，564 

11.4 100.0/86，539 

35.5 100.0/17，335 

33.4 100.0/19，114 

7.2 100.0/5，858 

12.3 100.0/ 6，844 

注)G:政府立校、 LB:地方自治体立校、 Pvt.A:認可私立補助手まり校、 Pvt.Un:認可私立補助無し校

tf:jj.iJf) NCERT (1992)“Fifth AI1.India Educational Survey Vol.l" table51 and.table53. 
NCERT (1998a)“Sixth All日lndiaEducational Survey V 01.2." table1S1 and table1S3. 
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かで公的な管理・規制が緩やかであるという意味

で最も私立校らしい性格を持っている「認可私立

補助無し校(表中 Pvt.Un)Jの数値をみてみたい。

1993年現在、全インドでみると、「認可私立補助無

し校」は初等学校数の 4.1%、後期初等学校数の

11.1%を占めている。地域別にみてみると、都市

地域におけるシェアの大きさが指構できる o 1993 

年の全インドの数髄でみてみると、初等学校の場

合、都市地域では 20%以上という「認可私立補助

無し校J の大きな規模がみられるが、一方の非都

市地域ではわずか 1.7%にすぎない。これは、都市

の人口の大きさであるとか、教育投資に熱心なあ

る程度経済的に余裕のある世帯が多いことなど、

営利目的の学校が多い私立校の存立基盤の違いに

よるものであろうが、上の数字は、大都市に限定

された例外的なものという私立学校イメージを払

拭するに十分なものであろう。デリ…、ボンベイ、

マドラス、カルカッタを含まない地方州の一つで

ある UPチi'Iに状況を見るとさらに明らかになる。

UP州の「認可私立補助無し校」のシェアは驚くべ

きほど大きい。都市地域では、「認可私立補助無し

校」は前後期初等学校数のほぼ半分を占め、非都

市地域でさえ、後期初等学校数でみるとその 30%

近くを占めている O

学校数に関しては NCERTの情報からしか

Privateセクターのシェアド無認可校」を除く)

は分からないので、Kingdomは在籍者数に関して

教育基礎統計ではなく、認可の有無に関わらず公

・私立校就学を開いている世帯調査の結果から

Privateセクターのシェアを推定している。表3

は、 Kingdomがあげる NCAER(インド応用経済

研究所)による世帯調査の結果からみた 6-14歳

までの荘籍者数に関する Privateセクターのシェ

アである。このま受は非都市地域のみの数字でかつ

「認可私立補助無し校」と「無認可校」を Private

セクター (Kingdomは「認可私立捕助有り校」は

政府の管理下のにあるものとして Privateセク

ターとしない)とみなしたものであるが、全イン

ドで、約 10%、UP州は非都市地域の数字であっ

てすら約三割近く Privateセクターの学校で就学

している現状が指摘できる。ちなみに NCERTの

第5回全インド教育調査の結果(r無認可校」捺く)

から悶様の推定を行うと、 Privateセクタ…の在

籍者数シェアは全インドで2.1%、UPチ1'1で0.5%

と極めて小規模になるが側、この楚こそ「無認可

校J を排除したところで情報が集められ、かつ在

表3 世帯調査に基づいた公私立校夜籍分布 (1994-95年・非都市地域のみ)

州名 G/LB/Pvt. A Pvt.じn/Un.Pvt. 

ハリヤナ 87.1 12.9 
ヒマーチャル・プラデシュ 95.2 4.8 
ノfンジャープ 80.4 19.6 
ウツタル・プラデシュ 72.8 27.2 (UPチ1'1)
ビハール 91.3 8.7 
ラジャスタン 96.6 3.4 

マディア・プラデシュ 96.6 3.4 
オリッサ 95.9 4.1 
ウエスト・ベンガル 99.0 1.0 
グジャラ ト 98.0 2.0 
マハラシュトラ 98.5 1.5 
アンドーラ・プラデシュ 89.8 10.2 
カルナータカ 90.4 9.6 
ケララ 88.0 12.0 
タミlレ・ナドゥ 93.0 7.0 

会インド 90.2 9.8 

注)単位は%0r無認可校:Un. Pvtj就学者も含む
出所)G. G. Kingdom (1996) 
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籍に関する水増し報告の集計である NCERTの

教育基礎統計の欠陥として考えられるべきであろ

う。表3は、あくまでも非都市地域のシェアなの

で、都市地域になるとさらなる規模の大きさが推

察される。 Kingdomは、ラクノウ市における標本

調査の結果から、ラクノウ市における在籍者数で

みた初等段階の Privateセクター (Kingdomの定

義による)のシェアを 80.7%と推定している(1九

(3) Privateセクターの拡大傾向

一昨ivatizationの進行?

表2における私立学校数にシェアの推移をみる

と、全インド.up州、さらに都市・非都市地域に
関わりなく、 1986年から 1993年までの聞に「認可

私立補助無し校」の規模の増大が指摘できるが、

在籍者数の推移からみると Privateセクターの近

年の著しい伸びがみえてくる。

表4は、在籍者数の推移をNCERTの全インド

教育調査第4昭(1978年)、第5田(1986年)、第

6由(1993年)報告から整理したものである。こ

の表は 1978年の在籍者数を 100としてその後約

15年間の増加傾向をみるものであるが、公立校全

体また「認可私立補助有り校J と比較した際の、

「認可私立補助無し校」在籍者の急速な増加傾向が

指摘できるだろう。非都市地域・初等段階の場合、

公立校全体の在籍者は 40%程度増加したことに

対し、「認可私立補助無し校J在籍者はこの間

400%以上増加(つまり約5倍)している。 Private

セクタ…忍籍者の急増{頃向が、公立校在籍者の水

増し報告を含み「無認可校」を排除して集約され

ている表4にすらあらわれるということは、全イ

ンドレベルでの Privateセクタ…の拡大傾向を示

唆するのではないだろうか。

Kingdomは、 up州都市地域における 1978年
から 1986年までの同様の傾向を指摘している

が(問、 NCERTの情報に基づいた Privateセク

ターの動向からみえるものや Kingdomらの指摘

は、自身のup耕地方都市郊外の踏査経験から判
断すると妥当なものであるといわざるを得ない。

筆者の調査対象地域は UP州東部の中核都市の郊

外であるが、これまであたった限り、調査の中心

としている前述の非営利の「認可補助無し校」と

競合する地域の初等学校のなかには公立学校はな

くすべて私立学校(多くは営利目的)であった。

しかも、学校経営者に開いた限り私立学校に就学

可能な地域の子どもの人口から考えるとすでに私

立学校数は飽和状態にあるにも関わらず、学校は

表4 運営類型別初等学校の在籍者の推移(1978年を 100とした場合)

く非都市地域〉 く都市地域〉

1978年 1986年 1993年 1978年 1986年 1993

初等段階 G/LB 100 126 138 G/LB 100 109 125 
(Primary) (47，633，585) (10，270，760) 

Pvt. A 100 125 124 Pvt. A 100 112 114 
( 3，903，235) ( 4，735，795) 

Pvt. Un 100 199 511 Pvt. Un 100 217 379 
394，880) ( 1， 663 ， 969) 

後期初等段階 G/LB 100 181 226 G/LB 100 135 165 
(Upper…Primary) ( 6，424，096) ( 3，173，594) 

Pvt. A 100 126 135 Pvt. A 100 116 150 
( 4，111，685) ( 3，336，413) 

Pvt. Un 100 215 328 Pvt. Un 100 286 485 
424，423) 488，266) 

注)G/LBは公立校すべて。 1978年のかっこ内は在籍者笑数。
出所)NCERT (1982)“Fourth All-India Educational Survey" table149. 
NCERT (1992)“Fifth All-India Educational Survey Vo1.2" table170 
NCERT (1998b)“Sixth All-India Educational Survey Vo1.4" table1S135 
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増える傾向にあり、生徒獲得をめぐって織烈な学

校関競争が始まっているという。

インド、控えめにいうならばUP1'i'1の都市近郊

では、現在、比較的安価な授業料から高額授業料

を課すものまで多様な私立初等学校があふれでい

ると考えられる。そして、こうした私立学校の多

くは、公的な補助や認可を受けない(受けられな

い)ことによって政府の管理の外にあるという。

加えて、今後のさらなる増加が予想される。この

初等教育における Privatizationの背景の一つに

は、 1990年代の経済改革の成功の結果、形成され

つつあるという「中間層}14)の存在が考えられる

が、本小論では Privatizationの要因よりむしろ

その影響に著目したい。次節では、このわ討atiza嶋

tionを前提にした場合、「教育の不平等」という論

点に関してどのような説明枠組みが可能か論ず、

る。

4 Privatizationと教育の不平等

(1) r教育の不平等J 改善のために

も触れたように、階層的に分断された学

校教育制度が既存の社会経済的不平等の再生産に

しているという認識は、インド国向で出販さ

れる教育社会学のテキストにもみられるほど常識

化しており、その実証的研究も数多い。例えば近

年、K.KapoorとB.C.Mehtaは、インド西部ラ

ジャスタン州における膨大な標本をもとに学校教

と賠麗移動に関する分析をおこない、ミドルク

ラス以上の層と比較して相対的に質の低い学校教

育しか受益できない最底辺層の世代間再生産を実

証した(1九

Kapoorらは、その分析結果から階層聞の不平

を改革するための政策提言として、初等段階の

「通学gJ規制を提案する(1九この提案は至って正

論だろう。しかし、一部は公的な管理の全く外に

ある Privateセクターの規模の大きさとその拡大

傾向を考慮すると実現の可能性には疑問を持たざ

るを得ない。「通学誌」規制の提案は学者のみなら

ず、政策サイド内部からの提言としても 1960年代

からあったにもかかわらず、一度たりとも教育政

策の中に実現されたことがないことも「通学区j

規制実現の困難をうかがわせる。 1960年代の提宮

については、世帯の学校選択の自由に関する権利

との対立が政治的論争を生み、実現が盟まれたと

されているが{問、そもそも、行政的に地域での「通

学産」規制実施が可能かといえば疑問である。そ

れは、「通学区」規制のための子どもの出生管理や

公による私立も含む初等学校のコントロールは、

レベルの行政能力を必要とするが、現段階で

は政府と各地方自治体にその能力があるとは思え

ないためである。前節で示した私立校の管理の緩

やかさや NCERTの公立校の管理のずさんさは

その証左となろう。 1990年代の南アジア地域を対

象とした開発経済学のトレンドは「市場主義」で

あるが、この思想、の背景にはインド他この地域の

政府の経済統制能力の弱さと弱い政府による介入

の非効率?生への批判がある(18)。これも、インド政

府の行政能力の脆弱さを示すものとなろう。

「すべての社会階層に開かれた地域の初等学校

を」というスローガンは現患としては正しい。ま

たインドの教育と不平等の問題の根本的解決の有

力な処方筆であることは間違いない。しかし、

践的に考えるならば、それが現段階では不可能で

あるという認識から出発すること、つまり、

北のための具体的なアクションを、公的な管理の

届きにくい Privateセクターを含めた初等教育の

実態に即して模索すること、が必要ではないだ、ろ

うか。これが、本小論の基本的な問題提起である。

以下、 Privateセクターの得在を前提した場合、

「教育の不平等」に関してどのような説明枠組みが

可能か、王子等化のための具体策を射程に入れつつ

一点ほど示す。

(2) 重麗化した就学構造

1990年代の開発経済学のトレンドが「市場主

にあることは、先ほど触れたが、事実、イン

ド政府は 1990年代以降、独立以来の統制的経済政

策を捨て大胆な規制緩和に乗りだし一定の経済成

に成功している。経済政策におけるレッセ・

フェールの是非は、ここでは論ずることはできな

いが、社会・教育政策のような本質的に介入と統
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制を前提とした政策分野におけるレッセ・フェー

ノレが如何なる結果をもたらすかは、明自である。

学校教育からの公的統制の撤退は、教育の不平等

と社会経済的不平等の連関を強めることになろ

う。

インドの初等教育は、公的な制御が緩やかなた

めかなり多様な性格を持った学校群を発生させる

契機を持っている。そして、あくまでも仮説では

あるが、経済成長を受けて形成されつつあるとい

われる「中間麿」を中心に学校教育における競争

を通じた階層上算要求が強まっていると思われ

る。前節でみた Privateセクターの意外な大きさ

とその拡大傾向は、世帯による各々の教育要求と

資力に応じた学校選択を受けて、まさに「雨後の

たけのこJ(19)のように私立学校群が登場してきて

いる状況を示すものではないだろうか。

Dr色zeの報告にある私立初等学校の授業料の幅

の大きさは、貧困簡を除く一定レベルの階j替の私

立校選択の可能性を示唆するが、これは、富裕層

しか就学できない超高級私立学校から、ある程度

の余裕を持った}習を対象にした比較的リーズナプ

ルな私立学校までの重層化した私立学校の存在を

予想させる。そして、私立学校の選択が可能な世

帯以外にあてがわれているのが原則的に無償とさ

れている公立校や Semi-governmentschoolと称

されるような私立校となるのだが、有償私立学校

が、その授業料の額にみあったメリットを就学者

に保証していると想定すれば、無償の学校と有償

の学校との絶対的・相対的格差が推察される。

ここでの議論は、状況証拠からの推察の枠を越

えるものではないが、前節でみた Privateセク

ターの繁栄に関する傍証からは、インドの初等教

育は高級私立学校から無償の公立校(正確には一

部の私立校も含む)までの序列によって構成され、

世帯の資力に応じた選択と選別により、初等教育

就学に関する重鹿化した構造が存在するという仮

説を設定することができるだろう。そして、世帯

の資力に応じて受ける初等教育が規定されている

とすれば、社会経済的不平等の再生産と重層化し

た就学構造が対応しているということになる。さ

らに、 Privateセクターが公的な管理の外で発展

しつつあるので、「通学長~J規制が困難で、あるとい

うことに如実にあらわれているが、教育政策を通

じた問題への介入は非常に難しいと患われる。

(3) 無償初等学校の周縁化・底辺化

インドの公的セクターにおける初等学校の絶対

的質の低さは有名である。黒板等の基本的教具の

欠如やひどい場合は建物すらないといった公立校

の物質的基盤の未整備という問題は、菌際機関や

研究者がしばしば指織するところであり、初等教

育普及の障害として考えられている。ユニセフは

繰り返し、「質の低い教育が子どもを学校から遠ざ

ける」という見解から、初等学校の最低隈の物質

的基盤の保障を訴えているが(刷、重題化した就学

構造を前提にするならば、ミニマム保障そのもの

の難しさとミニマム保障では解決できない深刻な

開題が見えてくる。

そもそも、無償初等学校の絶対的質の低さは、

それが構造的に最底辺層専用の学校として位置づ

けられているためであると考えられる。現在、先

進工業国の一部でも、インナーシティのゲットー

化とその地域の学校の質の低下が指摘されるが、

インドでも、ある程度の経済的余裕と教育要求を

持った世帯が有償私立学校を選択し無憤学校を離

れてゆくことによって、無償初等学校は貧罰閣の

みに開かれた学校となり、質の向上が間難になっ

ているという同様の関式が、 Privateセクターの

繁栄を前提にすると推察される。従って、無償初

等学校は、構造的に質の向上が難しい、つまりミ

ニマム保障が困難な状況におかれていると考えら

れる。

さらに、序列化した有償私立学校群の下に無償

の公立校ほかが位闇づけられているとすれば、物

質的慕盤の未整舗という絶対的な格差に加えて相

対的な格差が想像できる。インドの初等学校のド

ロップアウト問題は無償校におけるミニマム保障

の失敗に加えて、有償私立校との相対的な格差(無

慣校の周縁北・底辺化)から説明されるべきでは

ないだろうか。これは、ミニマム保障を主軸にす

えてきたインド政府、国際機関、草の根国際協力
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毘体の問題への介入のあり方に変革を求めるもの

になる。

筆者の調査地においてもドロップアウトと未就

学問題は深刻で、当たり前のように朝から働く

齢期の子どもたちは多数存在するが、注目すべき

点は徒歩で通学可能な場所に無償の初等学校が存

在するにも関わらず就学しないということであ

る。そして、ユニセブが訴えるような極端な物質

的基盤の欠如が他の有償私立校と比較してあると

は思えない。むろん、授業料が無料であっても就

学に擦するその地諸費用や間接費用を嫌って就学

しないという考え方もあるが、比較的まともな無

償初等学校が嫌われるという現象に関する学校の

あり方に注目した説明としては「ミニマムの欠如J

は不十分ではないだろうか。考え方としては、

償私立学校を選択できず無償校をあてがわれる貧

関層にとって、学校が魅力のないものになってい

るとしたほうが自然である。つまり、「学校が無い

から就学できない」、また、「ひどい学校しかない

から就学できないJ というミニマム保障で対応す

べき問題としてだけでなくJ比較的まともな無料

の学校が存在するにもかかわらず就学しない」と

いう別の問題として、ドロップアウトと未就学問

題はあるということになるo むろん、この後者の

問題に対しては新しい戦略での対応が必要となる

だろう(200

5 むすびにかえて

(1 ) フィールドサーベイの必要性

本小論では、初等教育における Privateセク

ターの意外な規模の大きさとその拡大傾向を、

NCERTの教育基礎統計や近年の若干の調査研

究報告を利用して指摘し、Privatizationを前提に

した場合考えられ得る「教育の不平等J に関する

仮説を提示した。むろん前節で示した仮説は、今

後論証されるべきであるが、論証にあたっては、

NCERT等公的機関が集めている情報の粗さを

考慮すると、自ら現地にて調査をする方法しか残

されていない。

本小論中でも時折触れたが、現在、一年半に渡つ

てUP州東部の地方都市郊外において、調査準備

を進めている。最後にむすびにかえて、計調中の

フィーノレドサーベイの概要を示しておきたい。

(2) 計画中の調査とその展望

調査地は、UP州東部の地方都市郊外である。こ

の地域は 100万都市の郊外に位置し、現在、都市

化が進んでおり、人口増を受けて様々な私立初等

学校が存在している。地域の子どもは徒歩通学可

能な学校へも通っているが、市内(車で30分程度)

の学校へスクールパスを利用して通学する子ども

も多く見受けられる。また、調査地の学校はパス

を使って、さらに郊外から子どもを集めてきてい

る。さらに、特筆すべき点は、仏跡地であるとい

う地域性から、宗教団体の運営する学校が多数存

在するということであろう。むろん、そうした宗

教系の学校のなかでも営利を百的としてものも多

いらしいが、低所得属に向けた無償で同時に教育

支援を行っている宗教系初等学校も存在する。後

に述べるが、中・長期的展望としては、そうした

低所得関向けの教育実践校の一つに焦点をあてて

調査を進める予定である。

調査において、まず明らかにされるべきことは、

地域の初等教育の実態であろう。前節で提示した

ように、仮説的にいうならば、無償学校を底辺に

した重層化した就学構造に社会経済的不平等が対

応していると思われる。この構図を明らかにする

ための方法としては、学校調査を予定している。

調査の基本的な目的は、地域に存在する様々な初

等学校の性格を明らかにすることである。その際、

開き取るべき項目は概ね以下のようになろう。

① 学校の運営形態

② 学校の組織・生徒数

③ 公的補助のあり方とその他の資金源

④ 生徒に課している就学費とその減免制度

⑤学校の設備(物質的設備、教員、教授語、

通学用パスサービス等の有無)

@ 上伎の教育段階への進学実績(中等学校も

併設されている場合は国家試験の成績)

上の項目から、地域の学校のそれぞれの性格(ど

の程度の階居を対象にした学校であるのか)が、
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ある程度明らかになると思われる。本来は、学校

調査に加えて、通学する生徒本人の社会経済的背

を明らかにするための世帯調査も必要となる

が、さしあたっては、行う予定はない(2九

むろん、ここまでが、まず、明らかにされるべき

大きな課題であるが、中・長期的な展望のなかで

は、次の段階として低所得層向けの無償教育実践

校に控目するつもりである。それは、宗教団体が

している非営利の「認可私立補助無し校(後

期初等学校)JであるD この学校は、ボランタリー

な活動を通じて日本閣内で集められた資金を利用

して地域の低所得関向けの無償教育実践を行って

いる。この学校に投目する理由は、実際にどれだ

け機能しているかは未知数であるが、経営者の独

特の考えに従って低所得麗出身の子どもに対して

能力主義的な教育実践を行っているためである。

上位の学校への進学を前提にした高い質の教育

を、意欲と能力のある低所得層の子どもに無横で

提供するというねらいがはっきりしているので、

上位の教育段階への進学実績の高さをほこる一

方、選別される子ども、つまり留年者・退学者も

多い。

この教育実践が重層化した就学構造のなかで、

低所得層の階庸上昇にどれだけ意味を持っている

のかを明らかにすることは、前節で示した無僕学

校の周縁化と貧国層の周縁化という問題への実践

的な対応を検討することになる O また、より広い

視野からみれば、この諜題に取り組むことは、

践は多くありながらそのアセスメントが遅れてい

る民間レベルで、の我が国の途上国への教育援助の

効果と意義を明らかにすることにもなろう。
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(北海道大学教育学研究科博士後期課程)


